
不登校児童生徒等又は療養等による長期欠席生徒等を対象とする特別の

教育課程を編成して教育を実施する学校に関する指定要項

平成１７年７月６日

文 部 科 学 大 臣 決 定

平成２１年３月３１日改正

平成２７年４月２４日改正

平成２８年５月２５日改正

１ 趣旨

文部科学大臣は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校（以下「

小学校等」という。）において、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間小学校等

を欠席し引き続き欠席すると認められる児童若しくは生徒、高等学校（中等教育学校の後

期課程を含む。以下同じ。）を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者若

しくは学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５７条に規定する高等学校の入学資格を

有するが、高等学校に入学していないと認められる者（以下「不登校児童生徒等」という。）

又は疾病による療養のため若しくは障害のため、相当の期間高等学校を欠席すると認めら

れる生徒、高等学校を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者若しくは

同条に規定する高等学校の入学資格を有するが、高等学校に入学していないと認められる

者（以下「療養等による長期欠席生徒等」という。）を対象として、その実態に配慮した特

別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認める場合、当該小学校等を、この

指定要項に定めるところにより、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第

５６条（同令第７９条及び第１０８条第１項において読み替えて準用する場合を含む。）及

び第８６条（同令第１０８条第２項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定によ

り特別の教育課程を編成して教育を実施する小学校等として指定する。

２ 小学校等の指定

（１）不登校児童生徒等又は療養等による長期欠席生徒等を対象とする特別の教育課程を編

成して教育を実施することを希望する小学校等の管理機関（公立学校にあっては当該小

学校等を所管する教育委員会、国私立学校にあっては当該小学校等を設置する者又は設

置しようとする者をいう。以下同じ。）は、文部科学大臣に指定申請書（別記様式１）を

提出するものとする。申請書には当該小学校等の同意書（別記様式２）を添付するもの

とする（ただし、指定申請書の提出の際に当該小学校等が設置されていない場合は添付

を要しないものとする。）。

（２）文部科学大臣は、申請書に記載された実施計画を審査し、学校教育法等の観点から特

段の支障がないと認めるときは、当該小学校等を、特別の教育課程を編成して教育を実

施する小学校等として指定する。

３ 実施

指定を受けた小学校等においては、学校教育法施行規則第５６条（同令第７９条及び第

１０８条第１項において読み替えて準用する場合を含む。）又は第８６条（同令第１０８条

第２項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、教育課程の基準によら



ない教育課程を編成し及び実施して不登校児童生徒等又は療養等による長期欠席生徒等の

実態に配慮した教育を行う。

４ 報告の依頼等

文部科学省は、指定を受けた小学校等における教育の実施状況につき、必要に応じて、

報告を求め又は実地に調査することができる。

５ 実施計画の変更

（１）指定を受けた小学校等において当該指定に係る申請書に記載された実施計画を変更し

ようとする場合には、当該小学校等の管理機関は、あらかじめ、実施計画変更申請書（別

記様式３）に、当該小学校等の同意書（別記様式４）を添付して、文部科学大臣に提出

するものとする。

（２）２（２）の規定は、（１）の実施計画変更申請書の提出があった場合について準用する。

６ 文部科学大臣の是正措置等

文部科学大臣は、指定を受けた小学校等において実施される教育の内容が指定の趣旨に

反すると認めるときは、指導等必要な是正措置を講じ、又は指定を取り消すことができる。

７ 経過措置

文部科学大臣は、この決定の日において、この決定の際現に構造改革特別区域法（平成

１４年法律第１８９号）第４条第８項の規定による内閣総理大臣の認定（同法第６条の規

定による認定を含む。）を受けて特別の教育課程を編成して教育を実施している小学校等

を、特別の教育課程を編成して教育を実施する小学校等として指定する。この場合におい

て、当該小学校等の管理機関は、２（１）の規定にかかわらず、指定申請書の提出を要し

ないものとする。

附 則（平成２１年３月３１日一部改正）

文部科学大臣は、この改正の日において、この改正の際現に構造改革特別区域法（平成

１４年法律第１８９号）第４条第８項の規定による内閣総理大臣の認定（同法第６条の規

定による認定を含む。）を受けて高等学校学習指導要領（平成１１年文部省告示第５８号）

第１章第８款に規定する通信制の課程の教育課程の特例に準じた教育課程を編成して教育

を実施している高等学校を、特別の教育課程を編成して教育を実施する高等学校として指

定したものとみなす。この場合において、当該高等学校の管理機関は、２（１）の規定に

かかわらず、指定申請書の提出を要しないものとする。

附 則（平成２７年４月２４日一部改正）

この要項は、平成２７年４月１日から適用する。

附 則（平成２８年５月２５日一部改正）

この要項は、平成２８年４月１日から適用する。



別記様式１－１（Ａ４ たて型 横書き）

年 月 日

文部科学大臣 殿

管理機関名

印

指 定 申 請 書

不登校児童生徒等を対象とした特別の教育課程の編成を、別紙実施計画書のとおり、下記

の学校において行いたいので、当該学校の同意書を添えて申請します。

記

学 校 名

校 長 名

所 在 地



別記様式１－２（Ａ４ たて型 横書き）

年 月 日

文部科学大臣 殿

管理機関名

印

指 定 申 請 書

療養等による長期欠席生徒等を対象とした特別の教育課程の編成を、別紙実施計画書のと

おり、下記の学校において行いたいので、当該学校の同意書を添えて申請します。

記

学 校 名

校 長 名

所 在 地



別記様式２－１（Ａ４ たて型 横書き）

年 月 日

学 校 名

印

校 長 名

同 意 書

本校において、別紙実施計画書のとおり、不登校児童生徒等の実態に配慮した特別の教育

課程を編成することに同意します。



別記様式２－２（Ａ４ たて型 横書き）

年 月 日

学 校 名

印

校 長 名

同 意 書

本校において、別紙実施計画書のとおり、療養等による長期欠席生徒等の実態に配慮した

特別の教育課程を編成することに同意します。



別 紙

実施計画書

１ 学校名

（学年ごとに記入。提出の際に学校が設置されていない場合は予定 ）２ 児童生徒数 。

（どのような不登校児童生徒等又は療養等による長期欠席生徒等を３ 対象となる児童生徒
対象とするのか、できる限り具体的に記入すること。また、４（５）の特例を実施する場
合等においては、不登校状態又は療養等による長期欠席状態の判断基準をできる限り具体
的に記入すること ）。

４ 教育課程の内容
（１）教育課程の基準の特例の概要

（該当する場合のみ記入。以下（３）～（５）（２）小学校における教科の新設について
において同じ （なお、中学校・高等学校の場合は、学習指導要領上教科の新設が。）
認められているため記入不要 ）。

①新設する教科の名称

②新設する教科の目標

（教科ごと、学年ごとに記入すること ）③新設する教科の各学年の目標及び内容 。



（３）削減する教科について

（教科ごとに記入すること ）①削減する教科の名称及び授業時数 。

（教科ごとに記入す②学習指導要領に示す内容のうち、削減する内容及び授業時数。
ること ）。

③削減する教科について、学校教育法又は学習指導要領に示す趣旨やねらい、目標、
（削減した教科内容を新設した教内容を達成するためにどのような工夫を行うか。

科において教えるなど ）。

（４）学習指導要領に示す各教科の指導内容の異なる学年への移行について

①指導内容を移行する教科等の名称

②移行する内容及び移行先の学年

（５）高等学校の全日制の課程・定時制の課程における通信の方法を用いた教育による単
位認定について

①単位認定を行う教科・科目
（教科・科目ごとに、名称、単位数、添削指導・オンデマンド型の授業・面接指導
の回数を記入すること）

（最大３６単位）②認定する単位数の上限

（できる限り具体的に記入すること ）③必要な体制等 。

・添削指導・オンデマンド型の授業・面接指導を実施するために必要な
教職員の配置



・添削指導に用いる教材等の準備
・オンデマンド型の授業を実施する場合の指導方法
・学習の状況や結果の評価方法 等

（上記（２）～（５）に該当しない特例を記入すること ）（６）その他 。

（７）教育課程表について

※ 別添の表を参考とし、別紙により提出すること。

（８）適用開始時期について

５ 特別の教育課程を編成して教育を実施する際の不登校児童生徒等又は療養等による長期
（ 。）欠席生徒等の実態に配慮した指導上の工夫について できる限り具体的に記入すること

・教育相談員の配置等、不登校児童生徒等又は療養等による長期欠席生徒等に
対する相談体制の整備

・教職員による病院や家庭への訪問等を通じた児童生徒や保護者に対する支援
・学校外の関係機関等との連携
・不登校児童生徒等又は療養等による長期欠席生徒等の学習状況にあわせた
少人数指導や習熟度別指導 等

（各事項の分量は、適宜調節して差し支えない ）。



別 添

●●●学校 教育課程表（平成○○年度）

各教科の授業時数 総 総
道 特 学合 授新

国 社 算 理 生 音 図 家 体 別 習的 業設
画 活 のな 時教
工 徳 動 時 数科

語 会 数 科 活 楽 作 庭 育 間

第１学年

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

第２学年

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

第３学年

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

第４学年

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

第５学年

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

第６学年

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

計

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）（ ）

※ 表中のカッコ内には、標準授業時数を記入すること。



担 当 者 名 簿

１ 学 校

①名 称

②住 所 〒

③連 絡 先 代表 （内線 ）

直通 ＦＡＸ

Ｅ-mail

ホームページＵＲＬ

④校 長 名

２ 管理機関

①名 称

②住 所 〒

③連 絡 先 代表 （内線 ）

直通 ＦＡＸ

Ｅ-mail

④担 当 者 （所属・職名等についても記入すること ）。



別記様式３（Ａ４ たて型 横書き）

年 月 日

文部科学大臣 殿

管理機関名

印

実 施 計 画 変 更 申 請 書

別紙実施計画変更書のとおり、下記の学校において実施計画を変更したいので、当該学校

の同意書を添えて申請します。

記

学 校 名

校 長 名

所 在 地



別記様式４（Ａ４ たて型 横書き）

年 月 日

学 校 名

印

校 長 名

同 意 書

別紙実施計画変更書のとおり、本校において実施計画を変更することに同意します。



別 紙

実施計画変更書

※変更がある箇所のみ記入すること。
１ 学校名

（学年ごとに記入。提出の際に学校が設置されていない場合は予定 ）２ 児童生徒数 。

（どのような不登校児童生徒等又は療養等による長期欠席生徒等を３ 対象となる児童生徒
対象とするのか、できる限り具体的に記入すること。また、４（５）の特例を実施する場
合等においては、不登校状態又は療養等による長期欠席状態の判断基準をできる限り具体
的に記入すること ）。

４ 教育課程の内容
（１）教育課程の基準の特例の概要

（該当する場合のみ記入。以下（３）～（５）（２）小学校における教科の新設について
において同じ （なお、中学校・高等学校の場合は、学習指導要領上教科の新設が。）
認められているため記入不要 ）。

①新設する教科の名称

②新設する教科の目標

（教科ごと、学年ごとに記入すること ）③新設する教科の各学年の目標及び内容 。



（３）削減する教科について

（教科ごとに記入すること ）①削減する教科の名称及び授業時数 。

（教科ごとに記入す②学習指導要領に示す内容のうち、削減する内容及び授業時数。
ること ）。

③削減する教科について、学校教育法又は学習指導要領に示す趣旨やねらい、目標、
（削減した教科内容を新設した教内容を達成するためにどのような工夫を行うか。

科において教えるなど ）。

（４）学習指導要領に示す各教科の指導内容の異なる学年への移行について

①指導内容を移行する教科等の名称

②移行する内容及び移行先の学年

（５）高等学校の全日制の課程・定時制の課程における通信の方法を用いた教育による単
位認定について

①単位認定を行う教科・科目
（教科・科目ごとに、名称、単位数、添削指導・オンデマンド型の授業・面接指導
の回数を記入すること）

（最大３６単位）②認定する単位数の上限

（できる限り具体的に記入すること ）③必要な体制等 。

・添削指導・オンデマンド型の授業・面接指導を実施するために必要な
教職員の配置



・添削指導に用いる教材等の準備
・オンデマンド型の授業を実施する場合の指導方法
・学習の状況や結果の評価方法 等

（上記（２）～（５）に該当しない特例を記入すること ）（６）その他 。

（７）教育課程表について

※ 別添の表を参考とし、別紙により提出すること。

（８）適用開始時期について

５ 特別の教育課程を編成して教育を実施する際の不登校児童生徒等又は療養等による長期
（ 。）欠席生徒等の実態に配慮した指導上の工夫について できる限り具体的に記入すること

・教育相談員の配置等、不登校児童生徒等又は療養等による長期欠席生徒等に
対する相談体制の整備

・教職員による病院や家庭への訪問等を通じた児童生徒や保護者に対する支援
・学校外の関係機関等との連携
・不登校児童生徒等又は療養等による長期欠席生徒等の学習状況にあわせた
少人数指導や習熟度別指導 等

（各事項の分量は、適宜調節して差し支えない ）。



別 添

●●●学校 教育課程表（平成○○年度）

各教科の授業時数 総 総
道 特 学合 授新

国 社 算 理 生 音 図 家 体 別 習的 業設
画 活 のな 時教
工 徳 動 時 数科

語 会 数 科 活 楽 作 庭 育 間

第１学年

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

第２学年

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

第３学年

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

第４学年

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

第５学年

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

第６学年

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

計

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）（ ）

※ 表中のカッコ内には、標準授業時数を記入すること。
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①名 称
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③連 絡 先 代表 （内線 ）

直通 ＦＡＸ

Ｅ-mail
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④校 長 名

２ 管理機関

①名 称

②住 所 〒

③連 絡 先 代表 （内線 ）

直通 ＦＡＸ

Ｅ-mail

④担 当 者 （所属・職名等についても記入すること ）。


